
栃木県立宇都宮北高等学校茶道部の活動方針及び年間活動計画等

目標

○部活動の実施にあたっては、生徒の安全を第一に考えて実施する。
○活動を通して、生徒が精神を鍛え、伝統を学び、充実した学校生活を送ろうとする主体的な態度を養うととも
に、生徒の学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の育成を目指す。
○茶道の作法を学び、「小習」許状取得を目指す。

月 参加予定大会等 その他

活動
方針

○生徒の健康管理に十分に配慮する。
○大日本茶道学会におけるお茶の点て方、いただき方の作法を学び技術の向上を目的とする。

休養
日

活動
時間

原則として月３回のお稽古日以外は休養日とする

水曜日の16時00分から18時00分として18時30分には全員下校する
定期試験初日の1週間前から定期試験期間は原則として活動を行わない
大会等参加の場合は、校長の承認を得て活動を実施することがある

４月
特になし

５月
特になし

６月
特になし

７月

８月

地区交流会

９月

特になし

10月

北高祭一般公開

11月

特になし

12月

特になし

１月

特になし

２月

特になし

３月
特になし

特になし


